
第 3号議案

「桑部まちづくり協議会規約Jの改正案

1。 改正の内容

(1)代議員に関する記述を明確にする。

・定義と選出方法を記載する (現第 14条の 2項を変更)。

・任期を記載する (現第 14条の後に第 15条 として追加。以下条文の番号を繰 り下げ)。

役員の任期についても、選任された年度の通常総会から次の年度の通常総会までである

ことを明記する (第 9条 )
。いずれかの部会に所属することを明記する (現第 22条の 3項 として追加 )。

(2)活動経費の変更

・役員の活動経費を変更 し、一般 (公募)理事の活動経費を追加する (現 26条 2項 )。

(3)そ の他

・附則として新規約の施行月日を追加。

・目次の第 3章～第 7章の条番号を変更.

2。 関係する条文

層
（

現   行 正改

目次

第1章 総則 (第 1条 ―第6条 )
第2章 役員等 (第 7条 一第12条 )
第3章 会議等 (第 13条 一第18条 )
第4章 役員会 (第 19条 一第21条 )
第5章 部会 (第 22条 一第25条 )
第6章 会計 (第 26条 ―第29条 )
第7章 雑則 (第 30条 )

目次

第1章 総則 (第 1条 ―第6条 )
第2章 役員等 (第 7条 一第12条 )
第3章 会議等 (第 13条 ―第型 条)
第4章 役員会 (第″ 条一第″ 条)
第5章 部会 (第ど 条一第ど 条)
第6章 会計 (第ど 条一第″ 条)
第7章 雑則 (第菫 条 )
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(役員の任期 )

第9条 役員の任期 |よ、1年 とする。ただし、役
員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、

前任の残任期間とする。

(役員の任期 )

第9条 役員の任期は、選富ざカカ年度の通常総
重JJ約 年度の通常総会ま

“

猟 年とする。た

だし、役員が欠けた場合における補欠の役員の

任期は、前任の残任期間とする。

3

(総会)

第14条

2 総会は、代議員制とし、役員及びlll表に定め
る団体等から選出した代議員を持って構成す

る。

(総会)

第14条

2″ rtt R議員″とする。R議員農 解 教
ダ測麦

=こ
定める団体等から選出 ι走著とする。
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頂
（

現 イFテ 正改

4 該当無 し

ノ

第 藤  R議員の任″″、選害:された年度の遁
常総会から次の名嵐弱動機鶴警 ■舞孝とダ

ζ。_われ sR議員が欠″走塀rだぉ″る〃寛
のだ麟買″総 まヽ、″だのガ底期顧とする。

′ R議員晟 F/Jを摘 tずれ 1。

J R言義員晟 その任期力嚇 /ι、躍ま群任だ

の間
=ま
、なおその職務を″ヴものとする。

(以下、条文の番号を一つずらす。)

5 該当無 し

(部会の設置)

第22条 2項の後に次の3項 を追加

J_R言義員慮鷺1ずれかの″螢 |こ所属 するものとダ

る 。
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(経費)

第26条

2 協議会役員が、会務のために活動する1年間
の経費として支出する額は、会長40,000円 、副会

長30,000円 、事務局長30,000円 、会計30,000

円、監事10,000円 、部会長10,000円 とする。

(経費)

第ど 条

2 協議会役員が、会務のために活動する1年間
の経費として支出する額は、会長40,000円 、副会

長ゴaθθ′円、事務局長Faαη円、会計ゴaθθθ

円、監事raαη円、部会長Jaθθθ円、一般 (公

募)理事ゴaθθθ円とする。

7 該当無 じ

附則

(施行期日)に追加

ゴ ごの規約晟 令和8年4月ゴ′″矛'多鯖 す
る。
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